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注文していない健康食品が
自宅に送りつけられるトラブルが急増！

平成25年3月25日

岡山市消費生活センター

岡 山 県 消 費 生 活 セ ン タ ー
（０８６）２２６－０９９９

火　曜　～　日　曜

電 話

注文していない商品が自宅に届いても、受け取る義務はありません。
いったん代金を支払ってしまうと、お金を取り戻すことは困難ですから、配達
時に「注文していないので商品は受け取れません」と受け取りを拒否しましょ
う。

時 間

商品を注文する場合には、注文内容を家族間で伝えあうよう心がけましょう。

今後のトラブル防止のために、発送元の事業者名、連絡先をメモしておきま
しょう。
あわせて、被害拡大防止のため、悪質な事業者について消費生活センターに情
報提供をお願いいたします。

9時～12時、13時～17時9時 ～ 16時

岡 山 市 消 費 生 活 セ ン タ ー
（０８６）８０３－１１０９

月　曜 　～　 金　曜相談日

★ ★　被害にあわないためのアドバイス　★ ★

　突然業者から番号非通知で電話がかかり、「２ヶ月前に注
文を受けた健康食品を代金引換便で送る」と言われた。

　注文した覚えがないので断ったところ、業者の態度が豹変
し、「確かに注文を受けている。今からキャンセルすれば賠
償金を請求する。発送するから２万５千円用意しておけ」と
脅すように言われ怖くなった。

　注文は承諾していないが、本当に商品を送りつけられた時
にはどうすればよいか。
（６０代 女性）

事例：


